
お知らせ

平成22年６月１日号 12

●
開
設
日
時　

　

７
月
17
日
・
24
日
・
31
日

　

８
月
７
日
・
21
日
・
28
日

　

９
月
４
日
・
11
日
・
18
日
・
25
日

　
（
全
10
回
）

　

い
ず
れ
も
土
曜
日
午
後
７
時
〜
９
時

●
場　

所　

黒
羽
体
育
館

●
講　

師　

黒
羽
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

●
対
象
者　

市
内
在
住
の
小
学
生
お
よ
び

　

社
会
人

●
定　

員　

50
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締

　

め
切
り
）

●
受
講
料　

１
０
０
０
円
（
ス
ポ
ー
ツ
傷

　

害
保
険
料
を
含
む
。
申
し
込
み
時
に
納

　

入
）

●
申
込
方
法　

６
月
21
日
（
月
）か
ら　

　

23
日
（
水
）の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

　

後
５
時
15
分
ま
で
、
直
接
黒
羽
体
育
館

　

で
申
し
込
み
。

●
注
意
事
項

・
電
話
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
し
込
み
は
不

　

可
。

・
代
理
申
し
込
み
の
場
合
は
、
複
数
人
数

　

分
を
一
括
し
て
申
し
込
む
こ
と
は
不
可
。

　

申
込
者
が
定
員
の
半
数
に
満
た
な
い
場

　

合
は
中
止
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
管
理
事
業
係

　
（
黒
羽
体
育
館
）

　
　
　
（
５
４
）２
８
５
８

　

市
民
ス
ポ
ー
ツ
係

　
　
　
（
２
２
）８
０
１
７

●
日　

時　

６
月
20
日
（
日
）午
後
１
時

　

30
分
〜
３
時
30
分

　

以
後
年
５
回
予
定　
（
７
・
９
・
11
・
１
・

　

３
月
）

●
場　

所　

ふ
れ
あ
い
の
丘　

研
修
室

●
講　

師　

ふ
れ
あ
い
の
丘
学
習
ボ
ラ
ン

　

テ
ィ
ア

●
定　

員　

原
則
と
し
て
親
子
20
組

●
持
参
す
る
も
の　

筆
記
用
具

●
参
加
費　

３
０
０
０
円

●
申
込
方
法　

６
月
１
日
（
火
）か
ら
６

　

月
19
日
（
土
）ま
で
に
電
話
で
申
し
込
み
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
市
ふ
れ
あ
い
の
丘

　
　
　
（
２
８
）３
１
３
１

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
教
室
受
講
生
募
集

親
子
ク
ワ
ガ
タ
教
室

参
加
者
募
集

親子クワガタ教室

『消えた年金』問題について
年金記録の回復が早くなります
『消えた年金』問題について
年金記録の回復が早くなります
『消えた年金』問題について
年金記録の回復が早くなります

※このほかにも、確定申告書の控えが残ってい
　る場合や、お勤めの事業所が廃止された後に
　厚生年金の加入記録がさかのぼって変更され
　ている場合などの回復基準があります。

年金事務所で迅速に記録を回復できる
基準が新たに追加されました。

１．厚生年金
~標準報酬月額の改ざんの疑い~
○６か月以上さかのぼって標準報酬月額が大
　きく引き下げられている記録が事実に反し
　ていると疑われるなどの条件を満たす場合

２．厚生年金
~脱退手当金の誤った支給記録~

３．国民年金
~２年以下の記録もれ~
○保険料納付記録がもれていると思われる期間
　が２年以下であって、その他の期間は納付済
　みであるなどの一定の条件を満たす場合

■問い合わせ
　大田原年金事務所
 　　　（２２）６３１１
　日本年金機構
 　　　   http://www.nenkin.go.jp/

　次の基準に当てはまる方は、年金記録確認第三
者委員会で審議することなく、年金事務所の調査
で、記録を回復できます。

○昭和49年まで発行されていた厚生年金の被
　保険者証に脱退手当金を支給した表示(  脱  )
　がないなどの条件を満たす場合
○脱退手当金の支給日より前にその計算基礎
　にされていない厚生年金の期間があるなど
　の条件を満たす場合


